
令和４年 10 月１日に「労働者協同組合法」が施行されてから３年が経過し、全国では

170 法人以上、静岡県内においては３法人が設立されています。

県では、労働者協同組合法に基づき、持続可能で活力ある地域社会の実現に資する取組

を一層促進するため、「労働者協同組合」の内容やその取組事例を紹介するセミナーを開

催します。

また、セミナー後には、個別相談も実施します。

どなたでも参加できますので、お気軽にお申し込みください。

労働者協同組合…組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、

組合員自らが事業に従事すること（協同労働）を基本原理とする組織

１． 概 要

２． プログラム
１ 労働者協同組合法について

○厚生労働省 雇用環境・均等局 勤労者生活課 労働者協同組合業務室

２ 取組事例の紹介

○労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団東海事業本部

○労働者協同組合いわたツナガル居場所ネットワーク

３ 個別相談（希望者のみ）

３． 詳細ＨＰ及び申込方法
１ 詳細 HP

URL：https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1003248/1026416.html

２ 申込方法

Web 詳細は HP をご確認ください。

日 時 令和７年 11 月 26 日（水） 14：00～16：00

開催方法 オンライン（Zoom）

定 員 40 名

参 加 費 無料

主 催 静岡県 経済産業部 就業支援局 産業人材課

後 援 静岡市、藤枝市、磐田市

労働者協同組合法・協同労働セミナー 参加者募集中！

提 供 日 2025/11/13

タイトル 11 月 26 日開催

労働者協同組合法・協同労働セミナー参加者募集中！

担 当 経済産業部 就業支援局 産業人材課

連 絡 先 労働政策班

TEL 054‐221‐2817


